
（単位：円）

資 産 の 部 負 債 の 部

増減 増減

 第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和4年03月31日現在

 
法 人：社会福祉法人　鎌ケ谷市社会福祉協議会  1 / 1
事 業：法人全体

当年度末 前年度末 当年度末 前年度末
  流動資産  75,713,408 89,248,517 △13,535,109流動負債  27,524,688 28,797,591 △1,272,903
 　現金預金  51,874,417 61,741,445 △9,867,028　事業未払金  27,408,223 28,690,372 △1,282,149 

 　事業未収金  23,488,871 27,507,072 △4,018,201　預り金  14,000 31,000 △17,000 

 　未収金  350,120 0 350,120　職員預り金  102,465 76,219 26,246 

 　仮払金  0 0 0　仮受金  0 0 0 

  固定資産  85,304,512 83,636,537 1,667,975固定負債  9,414,140 24,724,610 △15,310,470
  基本財産  1,000,000  1,000,000 0　退職給付引当金  9,414,140 24,724,610 △15,310,470
 　定期預金  1,000,000 0負債の部合計  36,938,828 53,522,201 △16,583,373 1,000,000 

      その他の固定資産  84,304,512 82,636,537 1,667,975 純資産の部
 　車輌運搬具  3,291,556 2,246,219 1,045,337基本金  1,000,000 1,000,000 0 

 　器具及び備品  299,826 376,268 △76,442基金  32,372,078 32,372,078 0 

 　ソフトウェア  129,600 194,400 △64,800　災害ボランティア基金  17,000,000 17,000,000 0 

 　長期貸付金  204,500 211,500 △7,000　ふれあい基金  15,372,078 15,372,078 0 

 　退職手当積立基金預け金 8,071,860 20,299,650 △12,227,790国庫補助金等特別積立金  624,659 807,485 △182,826 

  17,000,000 17,000,000 0その他の積立金  39,905,772 26,905,772 13,000,000 　災害ボランティア基金積立資産  

 　ふれあい基金積立資産  15,372,078 15,372,078 0　車輌購入積立金  10,000,000 10,000,000 0 

 　車輌購入積立資産  10,000,000 10,000,000 0　財政運営基金積立金  29,905,772 16,905,772 13,000,000 

 　財政運営基金積立資産  29,905,772 16,905,772 13,000,000次期繰越活動増減差額  50,176,583 58,277,518 △8,100,935 

 　その他の固定資産  29,320 30,650 △1,330　(うち当期活動増減差額) 4,899,065 3,220,409 1,678,656 

   純資産の部合計  124,079,092 119,362,853 4,716,239  
  資産の部合計  161,017,920 172,885,054 △11,867,134負債及び純資産の部合計  161,017,920 172,885,054 △11,867,134



基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

    

別紙1計算書類に対する注記(法人全体用)

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
 　①満期保有目的の債券等
　　 償却原価法（定額法）による
 　②上記以外の有価証券で時価のあるもの
　　 決算日の市場価格に基づく時価法による
(2)固定資産の減価償却の方法
 　①有形固定資産
　 　残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価格(1円)を控除した金額に
　 　達するまで償却する
 　②無形固定資産
 　残存価格を0円とした定額法
 　③リース資産
 　該当なし
(3)引当金の計上基準
 　①退職給付引当金
　 　職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している
 　②賞与引当金
 　社会福祉法人会計基準第1章2(4)並びに本会経理規程第59条ただし書きに基づき計上しない

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は全国社会福祉団体職員退職積立基金制度によっています

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
　当法人は、公益事業に１つの拠点区分しか存在しないため作成を省略している。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 ア 社会福祉事業 地域福祉センター拠点（法人運営事業、共同募金配分金事業、資金貸付事業、相談事業、ボ
　　ランティア活動推進事業、地区社協事業、在宅福祉サービス事業、善意銀行事業、日常生活自立支援事業）
 イ 社会福祉事業 友和園拠点（障害福祉サービス事業）
 ウ 公益事業　地域福祉センター拠点（地域福祉センター運営事業）

6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。  (単位:円)

定期預金  1,000,000  0  0  1,000,000

 合　　　計  1,000,000  0  0  1,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8．担保に供している資産

該当なし

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。  (単位:円)

車輌運搬具  9,906,793  6,615,237  3,291,556

器具及び備品  3,288,775  2,988,949  299,826



債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

    

　　　　　合　　　計  13,195,568  9,604,186  3,591,382

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。  (単位:円)

福祉資金  204,500  0  204,500

 合　　　計  204,500  0  204,500

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12．関連当事者との取引の内容

該当なし

13．重要な偶発債務

該当なし

14．重要な後発事象

該当なし

15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
 必要な事項


